
鳥取県中山間地域等直接支払交付金交付要綱 

 

制  定 平成12年４月１日付経 支 第 ９ ５ 号 

最終改正 令和７年４月18日付第202500008801号 

鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県中山間地域等直接支払交付金（以下「本交付金等」とい

う。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本交付金等は、自然的・経済的・社会的条件が不利なため、耕作放棄地の増加等により水源

のかん養や土砂流出防止などの多面的機能の低下が懸念されている中山間地域等において、生産条

件の不利性を補正し、農業生産の維持と多面的機能の確保を図ることを目的として交付する。 

 

（交付金等の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、市町村又は農業者等（農業者、地方公共団体が出資

する法人、特定農業法人（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第２３条第４項に

定めるものをいう。）、農業協同組合、生産組織等をいう。以下同じ。）が中山間地域等直接支払

交付金交付要綱（平成１２年４月１日付１２構改Ｂ第３９２号農林水産事務次官依命通知。以下

「中山間交付要綱」という。）、中山間地域等直接支払交付金実施要領（平成１２年４月１日付１

２構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。）、中山間地域等直接

支払交付金実施要領の運用（平成１２年４月１日付１２構改Ｂ第７４号農林水産省構造改善局長通

知。以下「要領の運用」という。）、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１日付

３農振第３０２１号農林水産事務次官依命通知。以下「推進交付金交付等要綱」という。）、日本

型直接支払推進交付金実施要領（平成２８年４月１日付２７農振第２２１９号農林水産省農村振興

局長通知。以下「推進交付金実施要領」という。）に基づいて行う別表１の第１欄に掲げる事業

（以下「対象事業」という。）について、次に掲げる市町村に対し、予算の範囲内で本交付金等を

交付する。 

（１）別表１の第１欄に掲げる直接支払交付金交付事業（以下「交付事業」という。）を行う農業者

等（以下「交付事業者」という。）に対し、直接支払交付金（以下「本交付金」という。）を交

付する市町村 

（２）別表１の第１欄に掲げる市町村推進事業（以下「推進事業」という。）を行う市町村 

２ 本交付金等の額は、次に掲げるとおりとする。 

（１）交付事業にあっては、別表２の第３欄に定める交付単価（交付金要領第６の３の(２)のイに規

定する加算措置に該当する場合は、それぞれ第４欄から第７欄までに定める交付単価を加算す

る。）に、同表の第１欄及び第２欄の基準ごとの当該交付事業対象面積を乗じて得た額に、別表

１の第３欄に定める率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額。以下「県交付金」という。）以下とする。ただし、要領の運用第９の１の(４)のイ及び

ウの場合は、当該年度以降の交付額について、当該返還相当額を減額し、交付することができる

ものとする。 

（２）推進事業にあっては、別表１の第２欄に定める経費の額と交付申請額のいずれか低い額とする。 

 

（経費の流用の禁止） 

第４条 各対象事業の間においては、相互間の交付対象経費の流用を禁止する。 



 

（交付申請の時期等） 

第５条 本交付金等の交付申請は、知事が別に定める日までに行われなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるもの

とする。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 本交付金等の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、その財源に充当する国の交付

金等の交付を知事が申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として、３０日を加

えた日数が経過する日までの間に行うものとする。 

２ 本交付金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第７条 本交付金等の交付決定を受けた市町村長は、本交付金の交付に当たり、当該交付金の交付を

受ける交付事業者に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に掲げる

字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を付さ

なければならない。 

 

第12条（第４項を除く。）

、第13条、第14条、第16条

第２項後段、第17条、第25

条及び第26条 

補助事業者等 交付事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 交付事業 

知事 市町村長 

様式第２号による 市町村長が定める 

対象事業 交付事業 

様式第３号による 市町村長が定める 

補助金等及び間接県費補助金等 交付金 

 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表１の第４欄に掲げるもの以外の変更と

する。 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、同項中「その財源

に充当する国の交付金等の交付を知事が申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数」とある

のは、「その変更等について中国四国農政局長の承認を知事が申請してから当該承認を受けるまで

の日数」と読み替えるものとする。 

 

（交付事業の変更等の承認） 

第９条 市町村長は、第７条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づき、

交付事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第２号による申請書を

知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 市町村長は、第１項に規定する条件に基づき、規則１２条第１項（同条第２項において準用する

場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、別表１の第４欄に掲げる変更並びに交

付事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第１０条 市町村長は、第７条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に準



じた内容の条件に基づき、交付事業者に対して指示をし、又は交付事業者からの報告を受けたとき

は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（遂行状況報告の時期等） 

第１１条 市町村長は、本交付金等の交付決定のあった年度の１２月３１日現在において様式３号に

より遂行状況報告書を作成し、当該年度の１月１５日までに知事に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告のほか、市町村長は、知事の求めに応じて、当該交付事業の遂行状況を報

告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第１２条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合（第３号に掲げる場合を除く。）にあっては、対

象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から１０日を経過する日と、交付金等の交付決定のあっ

た年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日。 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合（次号に掲げる場合を除く。）にあっては、対象事業等の完

了予定年月日の属する年度の翌年度の４月１５日。 

（３）本交付金等の全額が概算払により交付された場合（対象事業が中止され、又は廃止された場合

を除く。）にあっては、交付決定のあった年度の翌年度の４月２０日。 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第

１号によるものとする。 

 

（概算払の時期等の変更を求める書類） 

第１３条 規則第２０条第１項の申出書は、様式第４号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第１４条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知

事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、１件の取得価格が５０万円以上の機械及び器具とする。 

 

(交付決定前着手) 

第１５条 事業の着手は、原則として県からの交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得な

い事情により、推進事業について交付決定の前に着手する必要がある場合には、その理由を具体的

に明記した様式第５号をあらかじめ知事に提出するものとする。 

 

（書類の保存） 

第１６条 市町村長は、規則第２６条に定める書類に加え、推進交付金交付等要綱別記様式第９号の

財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

２ 前項の規定により整備し、及び保管すべき書類等のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管

が可能なものは、電磁的記録によることができる。 

 

（交付金調書） 

第１７条 市町村長は、対象事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別

計上金額を明らかにするため、交付金調書を作成しておかなければならない。交付金調書は交付事

業については中山間交付要綱別記様式第８号、推進事業については推進交付金交付等要綱別記様式

第１０号によるものとする。 



 

（残存物件の処理） 

第１８条 市町村長は、対象事業が完了し、又は中止若しくは廃止をした場合において、当該事業の

実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取

得価格を知事に報告しその指示を受けなければならない。 

 

（額の再確定） 

第１９条 市町村長は、規則第１８条第１項の規定による額の確定通知を受けた後において、交付事

業に関し、違約金、返還金、保険料その他の交付金に代わる収入があったこと等により交付事業に

要した経費を減額すべき事情がある場合は、知事に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を

規則第１８条第１項に準じて提出するものとする。 

２ 知事は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、規則第１８条第１項に準じて改めて額

の確定を行うものとする。 

 

（交付金の支払） 

第２０条 市町村長は、交付事業に係る県交付金の支払を受けたときは、その支払を受けた額に応じ

た額の交付金を、遅滞なく交付事業者に支払わなければならない。 

 

（提出書類の部数等） 

第２１条 規則及びこの要綱の規定により市町村長が知事に提出する書類は、所管の地方事務所（東

部農林事務所、中部総合事務所、西部総合事務所をいう。）を経由して提出しなければならない。 

 

（事業完了報告） 

第２２条 市町村長は、対象事業が完了したときは、当該対象事業が完了した日から５日を経過する

日と当該対象事業の完了予定年月日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、様式第６

号を知事に提出しなければならない。ただし、既に実績報告書が提出されている場合はこの限りで

ない。 

 

（雑則） 

第２３条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金等の交付について必要な事項は、農林水

産部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年１月１１日から施行し、平成１２年度から平成２１年度までの 交付事業

及び補助事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年８月１９日から施行し、平成１５年７月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月２３日から施行し、平成１６年度の交付事業について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月２８日から施行し、平成１７年度から平成２１年度までの 交付事業

について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年１２月１５日から施行し、平成１７年度から平成２１年度まで の交付事

業について適用する。 

附 則 



この要綱は、平成１９年３月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年５月２７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月２８日から施行し、平成２１年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年６月４日から施行し、平成２２年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月７日から施行し、平成２５年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和元年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年度事業から適用する。 

附 則 

この改正は、令和７年４月１８日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

 



別表１（第３条、第４条、第８条、第９条関係） 

１ 

対象事業 

２ 

交付対象経費 

３ 

交付率 

４ 

重要な変更 

直接支払交付

金交付事業 

交付金要領第６の規定により

市町村が集落協定及び個別協定

に基づいて交付金を交付するの

に要する経費 

４分の３ 

ただし、知事特認基

準に係る県交付金の交

付については３分の２ 

交付金の３０％を超える

変更 

市町村推進事

業 

推進交付金交付等要綱別紙２

第２の規定に基づき、市町村が

行う事業に要する経費のうち推

進交付金実施要領第５に規定す

る経費 

１０/１０ 

 

交付金の３０％を超える

変更 

 

 



別表２（第３条関係） 

【地目及び区分別交付単価（上限）】                 （単位：円／10ｱｰﾙ） 

１ 

地目 

２ 

区分 

３ 

交付 

単価 

４ 

棚田地域振

興活動加算

交付単価 

５ 

超急傾斜

農地保全

管理加算

交付単価 

６ 

ネットワーク化加算

交付単価 

７ 

集落機能

強化加算

交付単価 

８ 

スマート

農業加算

交付単価 

田 

傾斜度1/10以上 

21,000 

14,000 

6,000 

 

10,000(～5ha部分) 

4,000(5～10ha部分) 

1,000(10～40ha部分) 

※40haを超える部分

は単価適用なし 

 

 

3,000 

 

 

5,000 

傾斜度1/20以上 10,000 

傾斜度 1/100 以

上1/20未満 

8,000 － 

自然条件により

小区画・不整形 

高齢化率・耕作

放棄率ともに高 

畑 

傾斜度20度以上 

11,500 

14,000 

6,000 

傾斜度15度以上 10,000 

傾斜度8度以上

15度未満 

3,500 － 
高齢化率・耕作

放棄率ともに高 

草地 

傾斜度15度以上 10,500 

－ － 

傾斜度8度以上

15度未満 

3,000 
高齢化率・耕作

放棄率ともに高 

採草

放牧

地 

傾斜度15度以上 1,000 － － 

 


